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10
月
４
日
の
決
算
特
別
委
員
会
で
、
富
田
た
く
議
員
は
、

『
区
長
の
ゴ
ル
フ
場
出
張
問
題
』
に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

質
疑
に
よ
り
、
区
長
と
区
幹
部
職
員
は
、
区
内
経
済
団
体

の
会
議
、
懇
親
会
、
翌
日
の
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
に
、
２
０
１
７

年
以
降
、
毎
年
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し

た
。
（
下
表
）

区
は
、
２
日
目
の
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
は
、
休
暇
を
取
得
し
、

私
費
で
参
加
し
て
い
る
の
で
問
題
な
い
と
強
弁
し
ま
し
た
が
、

税
金
か
ら
旅
費
や
宿
泊
費
を
支
出
し
、
翌
日
は
ゴ
ル
フ
を
楽

し
む
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
ゴ
ル
フ
の
参
加
者
に
は
、
区
が
発
注
す
る
事
業

を
受
託
し
て
い
る
事
業
者
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

国
家
公
務
員
倫
理
規
程
で
は
、
利
害
関
係
者
（
区
が
発
注

す
る
仕
事
を
受
託
し
て
い
る
事
業
者
な
ど
）
と
、
旅
行
や
ゴ

ル
フ
を
行
う
こ
と
は
、
た
と
え
割
り
勘
で
あ
っ
て
も
、
明
確

に
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

区
長
や
幹
部
の
行
為
は
、
公
務
員
倫
理
規
定
に
反
す
る
も

の
で
す
。

お困りごと・ご相談は、お気軽に上記連絡先まで、お電話ください

国家公務員倫理規定では明確に禁止

■区内経済団体会議への区長・区幹部の参加・経費等について

■国家公務員倫理法 第１条
「国民の疑惑や不信を招くよ
うな行為の防止を図る」

■国家公務員倫理規定第３条
「職員は、次に掲げる行為を
行ってはならない・・・利害
関係者と共に遊技又はゴルフ
をすること」
■国家公務員倫理法第４３条
「この法律の規定に基づく国
及び行政執行法人の施策に準
じて、地方公務員の職務に係
る倫理の保持のために必要な
施策を講ずるよう努めなけれ
ばならない」

国家公務員倫理法・規定
の条文（抜粋）

区
民
の
税
金
で
宿
泊
し
翌
日
は
ゴ
ル
フ



決
算
特
別
委
員
会
で
、
野
垣
あ
き
こ

議
員
は
、
気
候
危
機
と
地
球
温
暖
化
対

策
に
つ
い
て
質
問
し
ま
し
た
。

杉
並
区
は
、
来
年
、
国
や
都
に
合
わ

せ
、
環
境
基
本
計
画
と
地
球
温
暖
化
対

策
実
行
計
画
を
策
定
し
ま
す
。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
国
が
設
定
し
た
目
標
は
低
す

ぎ
ま
す
。

野
垣
議
員
は
、
共
産
党
が
発
表
し
た

「
気
候
危
機
を
打
開
す
る
２
０
３
０
戦

略
」
を
紹
介
し
、
区
も
、
２
０
３
０
年

ま
で
の
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
を
、
50
～
60
％

削
減
す
る
こ
と
を
目
標
に
せ
よ
と
迫
り

ま
し
た
。

野
垣
議
員
は
、
区
の
低
炭
素
化
推
進

機
器
導
入
助
成
（
太
陽
光
発
電
等
へ
の

補
助
金
）
に
つ
い
て
、
住
宅
都
市
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
、
他
区
で
行
わ
れ
て
い

る
「
ゼ
ロ
エ
ネ
ル
ギ
ー
住
宅
」
や
、
マ

ン
シ
ョ
ン
共
有
部
分
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
助
成

等
も
需
要
が
あ
り
、
拡
充
す
べ
き
と
求

め
ま
し
た
。

３
・
１
１
や
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
消

費
者
や
株
主
は
グ
リ
ー
ン
リ
カ
バ
リ
ー

を
評
価
す
る
傾
向
が
あ
り
、
企
業
も
そ

れ
を
意
識
し
て
い
ま
す
。
区
民
や
事
業

者
と
一
緒
に
省
エ
ネ
再
エ
ネ
を
進
め
て

い
く
た
め
に
も
、
商
店
や
企
業
の
取
り

組
み
に
対
し
正
当
な
評
価
を
行
う
よ
う

求
め
ま
し
た
。

脱
炭
素
化
の
推
進
は
、
生
活
水
準
の

悪
化
や
経
済
の
停
滞
を
も
た
ら
す
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
雇
用
や
地

域
経
済
を
豊
か
に
す
る
可
能
性
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

地
球
を
守
り
、
未
来
に
豊
か
な
環
境

を
引
き
継
ぐ
た
め
、
区
は
積
極
的
な
役

割
を
担
う
べ
き
で
す
。

区
は
野
心
的
な
目
標
を
！

再
エ
ネ
省
エ
ネ
を
進
め
る

可
能
性
は
大
い
に
あ
る
！

具
体
的
施
策
の
拡
充
を

エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
と
経
済
発

展
を
同
時
に
進
め
る

共
産
党
の
気
候
危
機
打
開
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

今
年
の
経
済
団
体
と
の
会
議
と
ゴ
ル
フ
は
、
阿
佐
谷
地
域
区

民
セ
ン
タ
ー
ほ
か
３
施
設
の
指
定
管
理
者
を
選
定
す
る
さ
な
か

に
行
わ
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
会
議
と
ゴ
ル
フ
に
参
加
し
た
区
幹
部
（
区
民
生

活
部
長
）
は
、
指
定
管
理
者
を
選
ぶ
選
定
委
員
で
、
一
緒
の
組

で
コ
ー
ス
を
回
っ
た
の
は
、
選
定
に
応
募
し
た
企
業
の
社
長
で

し
た
。
し
か
も
、
こ
の
会
議
と
ゴ
ル
フ
に
参
加
す
る
た
め
に
、

区
幹
部
は
選
定
委
員
会
を
欠
席
し
た
の
で
す
。

結
果
的
に
、
阿
佐
谷
地
域
区
民
セ
ン
タ
ー
等
の
指
定
管
理
者

に
は
、
一
緒
に
ゴ
ル
フ
を
し
て
い
た
企
業
が
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

区
幹
部
の
行
為
は
、
明
ら
か
に
国
家
公
務
員
倫
理
規
定
に
反

す
る
行
為
で
す
。

し
か
も
、
区
が
定
め
た
「
選
定

実
施
要
項
」
に
も
反
す
る
行
為
で

す
。
「
選
定
実
施
要
項
」
で
は
、

申
請
事
業
者
が
選
定
期
間
中
に
、

区
の
担
当
者
と
故
意
に
接
触
す
る

こ
と
を
禁
止
し
、
接
触
し
た
場
合

に
は
「
失
格
」
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
区
は
、
こ
の
事
業
者

は
、
経
済
団
体
の
役
員
と
い
う
肩

書
で
ゴ
ル
フ
を
し
た
の
で
、
要
項

違
反
に
は
あ
た
ら
な
い
と
強
弁
。

問
題
に
蓋
を
し
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

選
定
委
員
の
区
幹
部
が
申
請
事
業
者

と
ゴ
ル
フ

ゴルフが行われていた軽井沢のゴルフ場


